
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
）

（
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
）

第
七
十
一
条

法
第
九
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
申
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
被
保
険
者
が
そ
の
資
格

を
喪
失
し
た
後
引
き
続
き
第
一
号
被
保
険
者
又
は
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
資
格
を

取
得
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
の
二
第
一
項
の
届
書
又
は
第
二
条
の
申
出
書
の
提
出
の
際
に
保
険
料
の
納

付
を
引
き
続
き
同
一
の
預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
に
委
託
し
て
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の

申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
十
一
条

法
第
九
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
申
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
出
書
を
機
構
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
関
係
）

（
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
関
係
）

第
一
条

輸
出
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う
。）別
表
第
一
の
二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条

輸
出
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う
。）別
表
第
一
の
二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
十
六

﹇
略
﹈

一
〜
十
六

﹇
略
﹈

十
七

測
定
装
置（
工
作
機
械
で
あ
っ
て
、測
定
装
置
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。）で
あ
っ

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
第
十
四
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

十
七

測
定
装
置（
工
作
機
械
で
あ
っ
て
、測
定
装
置
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。）で
あ
っ

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
〜
ニ

﹇
略
﹈

イ
〜
ニ

﹇
略
﹈

平成 年 月 日 水曜日 (号外第 号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
号

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
百
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
六
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

〇
経
済
産
業
省
令
第
八
十
七
号

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
十
九
条
の
五
、
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
別
表
の

規
定
に
基
づ
き
、
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
六
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。


